
	本市では、すべての人がその個性と能力を十分に発揮し、すべての分野に対等なパートナーとして参画できる男女共同参画社会の実現に向け、各種施策を推進しています。これらの施策を進めるにあたり、施策に関する重要事項等について調査・審議し、意見を述べる附属機関として「堺市男女平等推進審議会」を設置しています。当審議会は学識経験者、事業者等で構成されていますが、より広く皆さまの御意見を市政に反映するため、委員を募集します。多数の御応募をお待ちしております。
１．堺市男女平等推進審議会（以下、「審議会」という。）について
　　堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例第15条に基づき設置された附属機関で、男女平等推進施策並びに市民及び事業者の取組を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画その他男女平等社会の形成の推進に関する重要事項を調査審議し、及び意見を述べることを目的に設置している。
２．審議会委員
　　学識経験者、市民、事業者など。

３．会議の開催予定

　　委員就任後の初回の会議の開催は令和8年秋頃を予定しています（年2回程度）。なお、会議は公開で行われ、その内容は開催毎にとりまとめ、ホームページに掲載します。
４．募集要件

　　下記の要件をいずれも満たす方が対象です。

・市内在住・在勤・在学の方　　　　　・会議に継続して参加していただける方
・堺市職員でない方　　　　　　　　　　・任期は令和8年10月1日～令和10年9月30日
※会議は平日の日中に開催する予定です。

５．募集人数

　　１人

６．募集締切り

令和8年6月25日（木）必着

７．応募方法・応募先

裏面の応募用紙に住所・氏名（ふりがな）・電話番号・メールアドレス等と「男女共同参画社会の実現について、あなたが考えること」の論文(800字程度)をご記入の上、直接持参か郵送、ＦＡＸ、電子メールで堺市ダイバーシティ企画課までお申し込みください。

※必要事項を記載していただければ応募用紙以外での応募でも結構です。
※持参の場合は、平日9時～17時30分（土日祝を除く）までにお願いします。
※ご応募いただいたご本人には結果をお知らせします。

※ご提出いただいた応募書は返却いたしません。

　　　　　〒590-0078　堺市堺区南瓦町３番１号　
堺市市民人権局ダイバーシティ推進部ダイバーシティ企画課（高層館6階南側）
　　　　　  TEL  072-228-7408  　FAX  072-228-8070　　E-mail   daiki@city.sakai.lg.jp　

８．その他

・ご提出いただいた個人情報及び論文は厳重に管理し、他の目的には使用しません。
・会議の出席ごとに、委員報酬をお支払いします。
９．問合せ先

　　　〒590-0078　堺市堺区南瓦町３番１号　

堺市市民人権局ダイバーシティ推進部ダイバーシティ企画課男女共同参画推進係（高層館6階南側）

　　　　　  TEL  072-228-7408  　FAX  072-228-8070　　E-mail   daiki@city.sakai.lg.jp


堺市男女平等推進審議会委員 応募用紙
	ふりがな
氏　　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（年齢：　　　　才）＊

	住　　所
	〒　　　　－



	勤務地
又は
通学地
の住所
	※市外在住の方は必ずご記入ください。

〒　　　　－



	電話番号
	　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－

	メールアドレス
	※お持ちの方のみご記入ください



	〇男女共同参画社会の実現について、あなたが考えること(800字程度)
※書ききれない場合は、別紙(様式自由)にご記入いただいて結構です。


＊未成年（18歳未満）の場合は、保護者の同意が必要
募　　集　　要　　項








